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興部町長　　　　　　　　　　　㊞

興部町小規模事業者開業支援補助金交付決定通知書

年　　月　　日付けで申請のあった興部町小規模事業者開業支援補助金について、下記の通り交付決定したので、興部町小規模事業者開業支援補助金交付要綱第8条の規定により通知します。

記

　１．補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　うち開業支援補助金　　　　　　　　　　　　　　円
　うち経営支援補助金　　　　　　　　　　　　　　円
　
　２．補助対象経費の配分を変更するときは、町長の承認を受けなければなりません。
　３．補助対象事業の内容を変更するときは、町長の承認を受けなければなりません。
　４．補助対象事業の執行を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければなりません。
　５．補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受
けなければなりません。
　６．この補助金の交付決定後における事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあります。
　７．補助対象事業が完了したとき（廃止の承認を受けたときを含む。）は、速やかに実績報告書を町長に提出しなければなりません。
[bookmark: _GoBack]　８．補助事業等の円滑な執行を図るため、補助事業等の遂行状況について報告を求め、又は立入検査等をすることがあります。


